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平成27年３月15日号

Ｊ:ＣＯＭチャンネル（地上デジタル放送11チャンネル）のデータ放送で、西東京市の「市からのお知らせ」がご覧になれます。

年度末・年度初めの市民課窓口の
混雑予想について

届け出・税

　おおむね４月10日㈮までは、窓口が
大変混み合いますので、時間に余裕を
持ってお越しください。特に混雑が予想
される月・金曜日は避けるなど、混雑の
緩和にご協力をお願いします。
□手続期間
市外への転出…おおむね２週間前から

市内への転入・転居…引っ越し後２週間
以内
※住民票の異動、印鑑登録、証明発行業
務は、各出張所でも取り扱っています。
※市庁舎駐車場は有料時間貸駐車場です。
市役所で手続きをする方は１時間無料と
なりますが、混雑時は待ち時間が長くな
る場合があります。駐車場の駐車台数に
は限りがありますので、来庁の際は公共
交通機関をご利用ください。
◆市民課n（p042－460－9820）
　　　　o（p042－438－4020）

新築住宅に対する固定資産税（家屋）
の減額措置を終了
　平成27年度から、次の住宅は家屋の
固定資産税が２分の１に減額される措置
を終了します。
●平成21年１月２日～翌年１月１日に
新築された３階建て以上の準耐火構造お
よび耐火構造の一般住宅、または長期優
良住宅
●平成23年１月２日～翌年１月１日に
新築された上記以外の一般住宅
※家屋が３階建て以上の準耐火構造およ
び耐火構造の長期優良住宅で申告があっ
た場合には、平成27年度の減額措置は
継続します。
◆資産税課n（p042－460－9830）

西東京市特別養護老人ホーム
入所基準の変更

福祉

　介護保険法などの改正に伴い、４月１
日㈬以降、新たに特別養護老人ホームに
入所できる方は、原則、要介護３～５の
方で常時介護を必要とし、かつ居宅にお
いて介護を受けることが困難な方に限定
されます（３月31日現在、既に入所中の
方は変更ありません）。要介護１・２の
方は、次の①～④に該当し、特別養護老
人ホーム以外での生活が著しく困難な場
合に限り、入所申込ができます（特例入

所）。
①認知症の方で、日常生活に支障を来す
ような症状・行動や意思疎通の困難さが
頻繁にみられること
②知的障害・精神障害などを伴い、日常
生活に支障を来すような症状・行動や意
思疎通の困難さなどが頻繁にみられること
③家族などによる深刻な虐待が疑われる
ことなどにより、心身の安全・安心の確
保が困難であること
④単身世帯である、同居家族が高齢また
は病弱であるなどにより、家族などによ
る支援が期待できず、かつ、地域での介
護サ―ビスや生活支援の供給が不十分で
あること
※既に施設に入所申込をしている要介護
１・２の方も対象となります。特例入所
に該当する方は、入所待機中の施設へ「特
例入所対象者の理由記入書および情報提
供に関する同意確認書」の提出が必要で
す。書類は各特別養護老人ホーム・高齢
者支援課で配布しています（市kからも
ダウンロード可）。
◆高齢者支援課o
（p042－438－4032）

心身障害者（児）施設
緊急一時保護の利用登録を開始
　現在、「心身障害者（児）施設緊急一時
保護」の利用登録をしている方の有効期
間は、３月31日㈫までです。平成27年
度の利用登録の受け付けを、３月25日
㈬から開始します。利用予定前までに申
請手続きをしてください。
□申請場所　障害福祉課（両庁舎１階）
h身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑、
お持ちの方は平成26年度の利用者証
◆障害福祉課o
（p042－438－4034）

「私立幼稚園等園児保護者負担軽減
事業費補助金」および「就園奨励費
補助金」の申請を忘れずに

子育て

　幼稚園教育の振興と充実を図るため、
私立幼稚園・幼稚園類似施設・無認可幼
児施設（私立幼稚園等園児保護者負担軽
減事業費補助金のみ）に通園しているお子
さんの保護者に、補助金を支給します。
現在、該当の園に通園していて申請がお
済みでない方はお早めに手続きをお願い
します。　
※今年度分の申請締切は３月31日㈫で
す。４月以降の申請はできませんのでご
注意ください。平成27年度の補助金の
申請は、６月下旬以降に通園している施
設を通じてご案内します。
◆子育て支援課n
（p042－460－9841）

相談支援センター・えぽっくの
相談時間変更

くらし

　４月１日㈬から次のとおり変わります。
□障害の種別を問わない相談
月～土曜日　午前９時～午後６時
※日曜日の発達相談（予約制）は月曜日の
午前に行い、日曜日は休業となります。
j西東京市相談支援センター・えぽっく
（p042－452－0075）
◆障害者総合支援センターフレンドリー
（p042－452－0087）

市民協働推進センターの
開館時間・休館日の変更
　４月１日㈬から次のとおり変わります。

４月１日㈬から ３月31日㈫まで

開館時間 午前10時～
午後７時

午前10時～
午後９時

休館日 毎週日曜日 毎週火曜日
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

ごみ分別に関する臨時窓口の開設

　転出・転入する方やごみの分別にお困
りの方は、ぜひご利用ください。
a・b３月30日㈪、４月１日㈬・３日㈮・
田無庁舎２階
３月31日㈫、４月２日㈭・保谷庁舎１階
※いずれも午前９時～午後４時
◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

自転車駐車場の月額利用料を助成

　市内在住で、通勤・通学などのために
（公財）自転車駐車場整備センターが管
理・運営している自転車駐車場を月決め
で利用する自転車利用者のうち、次のい
ずれかに該当する方には、有料自転車駐
車場の月額利用料の全部または一部を助
成します。
□対象と助成額
①身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害
者保健福祉手帳の交付を受けている方…
全額
②生活保護を受けている世帯の方…全額
③市の児童育成手当を受けている世帯の
方（障害手当のみを受けている方を除く）
…800円
④60歳以上で、市・都民税が非課税の
方…800円
⑤学校・専修学校など、各種学校に在学
する方…200～500円
※⑤に該当する方は、自転車駐車場によ
り助成（割引）額が変わります。田無駅北
口第１・第２および田無駅南口自転車駐
車場を利用する場合は、２階以上での契

市 連からの 絡 帳 約となります。
i道路管理課（保谷庁舎５階）・市民相
談室（田無庁舎２階）へ
※⑤に該当する方は、利用希望の自転車
駐車場管理室で手続きをしてください。
◆道路管理課o（p042－438－4057）

地区計画等（案）の縦覧

　保谷秋津線下保谷三・四丁目周辺地区
地区計画等の案を作成しました。これに
対し、関係住民や利害関係人は、意見書
を提出することができます。
□縦覧期間　３月16日㈪～30日㈪
□縦覧場所　都市計画課（保谷庁舎５階）
□意見書の提出　提出者の住所・氏名・
地区との関係を明記のうえ、表題を「地
区計画等（案）についての意見書」とし、
３月16日㈪～30日㈪（必着）に、次のい
ずれかの方法で提出
●持参
●郵送（〒202－8555市役所都市計画課）
●ファクス（l042－438－2022）
●Ｅメール（m toshikei@city.nishitokyo.
lg.jp）
□説明会
a３月18日㈬午後７時～８時30分
b下保谷福祉会館
◆都市計画課o
（p042－438－4050）

３月２日の選挙人名簿登録者数
（定時登録）が確定

選挙

□登録者数　男性７万8,512人、女性８
万3,386人、計16万1,898人
　12月２日の定時登録者数と比較する
と、男性12人減、女性74人増、計62人
増加しています。
□定時登録の要件
①日本国民であること
②平成７年３月２日以前に生まれた方
③平成27年３月１日現在、引き続き３
カ月以上西東京市に居住している方（他
区市町村から転入した場合は、平成26
年12月１日までに西東京市の住民基本
台帳に記載された方）
□在外選挙人名簿登録の要件
①在外選挙人名簿に既に登録されていな
いこと
②登録申請時に満20歳以上であること
③日本国民であること
④在外選挙人名簿の登録申請に関し、そ
の者の住所を管轄する領事館の管轄区域
内に引き続き３カ月以上住所がある方
　３月２日現在の在外選挙人名簿登録者
数は、男性122人、女性117人、計239
人です。
◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

　２月19日に、寄附により市政へご協力いただいた方々に感謝状を贈呈しました。

◆秘書広報課n
（p042－460－9803）

✿大森 隆一 様
✿地元で働く事務局 様
✿㈱ノジマ　
　代表執行役社長　野島 廣司 様
✿㈱富士富建設 様
✿吉﨑 英雄 様

感謝状を贈呈しました 泉小学校の閉校に伴う
避難広場などの変更

　西東京市学校施設適正規模適正配置に
関する基本方針に基づき、泉小学校は、
３月31日㈫をもって閉校となります。
これに伴い、避難広場および避難施設の
指定も解除されます。特に近隣住民の方
は、いま一度ご自宅付近の避難広場およ
び避難施設などの避難場所を確認し、災
害時に備えてください。
　なお、確認方法は既に全戸配布してい
る「防災ガイド＆マップ」または市kを
ご覧ください。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

「西東京市暮らしの
便利帳」を全戸配布
　市のサービスや手続き、公共施設
の案内など、毎日の生活に役立つ情
報を掲載した平成27・28年版「西
東京市暮らしの便利帳」を作成しま
した。３月末ごろから全戸配布しま
すので、ぜひご利用ください。
※４月20日㈪を過ぎても届かない
場合は、ご連絡ください。
◆秘書広報課n
（p042－460－9804）


